
メイド・イン上越推進事業の全体スキーム図 
■目的 ・市内中小企業のマーケティングリサーチ、ニーズ調査から新商品・新技術の研究・開発、販路開拓までの一連を支援するもの。 

・メイド・イン上越の認証は、販路開拓の支援。 
 

 

 

 

 

 

 

■研究開発、商品化支援及び市場開拓、販路拡大の支援イメージ 

 

 

  

 

≪工業製品分野≫ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

≪補助金を活用していない新商品、既存商品等≫ 
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企画・デザイン 研究・開発 試作品・製品化 新商品 
見本市等出展 

市場開拓・販路拡大 

新製品開発 
商品化支援 

市場開拓 
販路拡大 

①新産業創造支援事業補助金 
○一般研究開発事業 

・新製品、新技術の開発支援 

・補助率：1/2以内。ただし、農商工連携、大学等研究機関

との連携は 2/3以内（限度額 2,000千円） 

○特定研究開発事業 

 ・上越ものづくり振興センター運営協議会の部会で承認を受

けた新製品、新技術の開発支援 

・補助率： 2/3以内（限度額は 3,000千円） 

 

マーケティング、ニーズ調査から実際に製品化
し、商品として販売するまでの研究開発・市場開
拓を支援する。 

④見本市等出展事業補助金 

○メイド・イン上越推進事業枠 

・メイド・イン上越推進事業で認証された商品の販路開拓に係る支援 

・補助率： 2/3（限度額 200千円。3回まで利用可能） 

市内企業の研究開発により製造された工業製品、新たなチャレンジによる
優れた特産品を認証することにより、販路開拓・販売促進を支援する。 

③メイド・イン上越の認証 

中小企業の積極的な研究開発による優れた工業製品をメイド・イン上越として認証することで広く

販路開拓・販売促進を支援する。 

・認証の対象 

  ≪工業製品≫…市内に事業所がある中小企業者等が開発し、又は製造する完成品のうち、今後自社ブラン

ドになりうる製品 

  ≪特産品≫…市内に事業所がある中小企業者等が、開発・製造した商品 

・認証のメリット 

   ①認証品に張り付ける、または印刷表示するための認証マークの使用 

②見本市等出展事業補助金制度（メイド・イン上越推進事業枠）による販路開拓、販売促進支援 

③市ホームページ、認証品のパンフレット等を通じたＰＲ、情報提供 

④市の優先利用 

④ 見本市等出展事業補助金 

② 新市場開拓・商品化事業 ① 一般・特定研究開発事業 ③ 「メイド・イン上越」の認証 

（新製品のブラッシュアップ） 

テストマーケティング調査 

 

④見本市等出展事業補助金 

○一般枠 

・県外や海外等で開催される見本市や展示会等に出展する費用の一部を支援 

・補助率：1回目･･･2/3、2回目･･･1/2、3回目の企業･･1/3（限度額は、200千円） 

②新市場開拓・商品化事業 

・上記、研究開発事業で開発された技術・製品等の事業化・

市場化までの事業支援 

・補助率： 2/3以内（限度額 1,000千円） 

 

○市内の中小企業者等が開発、製造する完成品のうち、今後自

社ブランドとなりうる工業製品 

○市内の中小企業者等が北陸新幹線開業に向けてチャレンジ

した特産品（パッケージ等の変更でも可） 
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